
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
「
住
ま
い
」
は
生
活
の
基
盤
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
確
保
に
向
け
て
入
居
時
か
ら
入
居
中
、
退
居
時
ま
で
の
切
れ
目
の

な
い
居
住
支
援
の
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
や
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
と
の
連

携
、
空
き
家
・
公
営
住
宅
の
活
用
も
含
め
、
居
住
支
援
に
関
す
る
省
庁
横
断
的
な
施
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
生
活

困
窮
者
居
住
支
援
事
業
の
全
国
的
な
実
施
に
向
け
、
小
規
模
自
治
体
で
の
広
域
実
施
の
推
進
等
、
実
施
率
の
向
上
に
資
す
る

効
果
的
な
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

二
、
本
法
に
よ
る
見
直
し
後
の
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
生
活
困
窮
者
等
が
住
居

を
確
保
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
居
住
保
障
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
議
論
を
継
続
す
る
こ
と
。 

三
、
貧
困
者
の
窮
迫
に
付
け
込
む
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
の
実
態
と
原
因
に
つ
い
て
把
握
し
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

四
、
子
ど
も
の
貧
困
へ
の
対
応
と
し
て
、
子
ど
も
食
堂
等
、
学
校
や
家
庭
以
外
の
子
ど
も
の
居
場
所
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、



重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
行
政
や
こ
ど
も
家
庭
庁
の
施
策
と
も
連
携
を
図
り

つ
つ
、
被
保
護
世
帯
の
子
ど
も
の
大
学
等
へ
の
進
学
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
行
う
こ
と
。 

五
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
社
会
福
祉
士
等
、
専
門
性
を
持
つ
専
任
職
員
を
配
置
す
る

と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
人
員
体
制
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
良
質
な
人
材
確
保
を
促
す
補
助
体
系
に
見
直

す
な
ど
、
相
談
支
援
員
の
処
遇
改
善
に
よ
る
人
材
確
保
及
び
定
着
促
進
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
相
談
支
援
員
の
研
修
の
充
実

な
ど
ス
キ
ル
の
向
上
や
資
格
の
取
得
を
支
援
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

六
、
生
活
困
窮
者
の
早
期
支
援
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
支
援
会
議
等
の
設
置
を
更
に

促
進
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
現
場
の
業
務
負
担
に
留
意
し
、
既
存
会
議
の
活
用
等
、
効
率
的
な
運
用
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。 

七
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
の
質
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
自
治
体
間
格

差
を
是
正
す
る
た
め
、
好
事
例
の
横
展
開
、
未
実
施
自
治
体
へ
の
丁
寧
な
支
援
な
ど
を
行
い
、
広
域
連
携
等
の
必
要
な
環
境

整
備
に
努
め
、
両
事
業
の
全
国
的
な
実
施
を
目
指
す
こ
と
。 

八
、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
が
、
本
人
の
尊
厳
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
行
わ
れ
、
ま
た
、
私
生
活
へ
の
行
き
過
ぎ
た

介
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
関
係
機
関
に
改
め
て
周
知
を
行
う
こ
と
。 



九
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
に
お
け
る
就
労
体
験
先
へ
の
交
通
費
負
担
を
軽
減
す
る
予
算
措
置
を
実
効
的
な
も
の
と

す
る
こ
と
。 

十
、
支
援
対
象
者
の
社
会
参
加
や
就
労
体
験
・
訓
練
の
場
を
よ
り
多
く
確
保
し
、
地
域
で
支
え
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
認

定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
者
の
認
定
方
法
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
対
す
る
優
先
発
注
、
税
制
優
遇
、
事
業

の
立
上
げ
支
援
等
の
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
活
用
や
支
援
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
な
ど
、
受
皿
と
な
る
団
体
や
企
業
が
取
り

組
み
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。 

十
一
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業
の
全
国
的
な

実
施
等
を
図
る
た
め
の
指
針
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
委
託
先
と
な
る
法
人
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
及
び
相
談
支
援
員

の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
委
託
先
の
選
定
に
お
い
て
、
複
数
年
度
契
約
の
方
法
も
採
り
得
る
こ
と
や
、

経
費
の
多
寡
の
み
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
支
援
の
質
や
実
績
、
地
域
の
実
情
へ
の
理
解
や
関
係
機
関
と
の
連
携
状
況
を

総
合
的
に
評
価
す
べ
き
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

十
二
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
は
誰
も
が
利
用
者
に
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
者
に
支
援
が
届
く
よ
う
に
、
引
き
続

き
必
要
な
予
算
を
し
っ
か
り
と
確
保
す
る
と
と
も
に
、
支
援
が
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。 



十
三
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
と
生
活
保
護
制
度
の
連
携
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
被
保
護
者
が
生
活
困
窮
者
向
け
の
事
業

に
参
加
す
る
場
合
で
も
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
連
携
し
、
保
護
の
実
施
機
関
が
継
続
的
に
関
与
す
る
仕
組
み
と
す
る
と
と
も

に
、
現
場
の
業
務
負
担
の
増
加
に
よ
り
支
援
の
質
が
低
下
し
な
い
よ
う
、
両
制
度
の
実
施
機
関
の
適
切
な
人
員
体
制
を
確
保

す
る
こ
と
。 

十
四
、
医
療
扶
助
の
適
正
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
観
点
か
ら
、
被
保
護
者
の
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
る
こ
と
。
ま
た
、
不
正
請
求
を
行
っ
た
医
療
機
関
の
指

定
取
消
し
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

十
五
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
保
護
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
質
及
び
量
の
両
面
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
法
に
定
め
た
被
保
護
者
等
に
対
す
る
支
援
施
策
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
、
地

方
交
付
税
措
置
の
更
な
る
拡
充
を
含
む
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。 

十
六
、
生
活
保
護
の
申
請
、
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者
家
計
改
善
支
援
事
業
の
利

用
を
条
件
と
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
水
際
作
戦
」
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
地
方
自
治
体
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。 

十
七
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
け
る
緊
急
事
態
対
応
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
。 



十
八
、
ひ
き
こ
も
り
を
対
象
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
引
き
出
し
屋
」
に
よ
る
被
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
当
事
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
や
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知
、
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
の
強
化
を
行
う
こ
と
。 

十
九
、
居
住
支
援
は
生
活
困
窮
者
支
援
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
法
に
よ
る
見
直
し
後
の
諸
施
策
の
達
成

状
況
を
確
認
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


